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はじめに

平成 22（2010）年９月に発生した尖閣諸島中国漁
船衝突事件は、その後、中国政府による日本政府へ
の対抗措置として、希土類（レアアース）の対日禁
輸措置へと発展し、最後には希土類相場の急騰を招
いた。いわゆる「レアアース・ショック」である。
希土類とは、ハイブリッド自動車や電気自動車、風
力発電、スマートフォン、パソコンといった各種電
気電子機器や先端技術製品には欠かせない鉱物資源
である。世界の主要国は、脱炭素社会に向けた新技
術の開発及び導入を進めるに伴い、それらに用いら
れる鉱物資源を経済安全保障上の重要物資として捉
えるようになってきている。また、そうした鉱物資
源は、重要鉱物（Critical minerals：クリティカルミ
ネラル）と呼ばれ、主要各国で安全保障上の管理対
象となりつつある。重要鉱物として捉えられている
鉱物資源のうち、代表的なものには先述した希土類
のほか、リチウムイオン二次電池に用いられるリチ
ウム、コバルト、ニッケル、グラファイト（黒鉛）
などがある。
本稿では、こうした重要鉱物を大量に採掘、輸出
している中国、またこれへの対応措置を講じている
米国と欧州に焦点をあて、鉱物資源を取り巻く中国、

1 U.S. National Research Council, 2008, Minerals, Critical Minerals, and the U.S. Economy（https://nap.nationalacademies.org/catalog/12034/
minerals-critical-minerals-and-the-us-economy：2024年 10月 13日閲覧）

米国、欧州における直近の貿易・生産管理動向を俯
瞰する。これらの俯瞰を踏まえ、我が国をはじめと
する西側諸国の結束が世界最大規模の重要鉱物生産
国である中国に対してどのような影響を与えている
のか、またそうした結束が弱まれば、我が国の産業
にどのような影響を与える可能性があるのかについ
ても分析を行う。なお、本稿は令和６（2024）年 10
月末時点における情報をもとに執筆していることを
付記する。

重要鉱物とは

米国で 2008年に発表された「Minerals, Critical 
Minerals, and the U.S. Economy1」は、供給リスクの顕
在化によって経済に大きな影響を及ぼす可能性があ
る鉱物資源を Critical mineral（クリティカルミネラ
ル）とした。この Critical mineralは、我が国ではし
ばしば「重要鉱物」などと翻訳される。2010年に発
生した「レアアース・ショック」を受けて、日本、
米国、欧州連合（EU）の政府関係担当者や研究者が
集まり、「Japan-US-EU Trilateral Conference on Critical
Materials：日米欧三極クリティカルマテリアル会合」
を 2011年より各国・地域の持ち回りで開催してい
る。その後、同様な問題意識を有する豪州、カナダ、
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その他の G7諸国も加わり、現在では「Conference on 
Critical Materials and Minerals：クリティカルマテリア
ル・ミネラル会合」と名称を変更し、またメンバー
国を増やして継続している（現行名称及び体制と
なったのは 2021年から）。この会合では、重要鉱物
に関する各国の政策や研究開発等の取組、今後の課
題等についての情報交換、意見交換を行い、今後も
重要鉱物（クリティカルマテリアル・ミネラル）の
安定供給確保等に向けて連携していくための議論が
行われている 2。これまで行われてきた議論には、新
たな鉱山開発の促進、中国やロシアに依存しない新
たなサプライチェーンの構築、旧廃止鉱山尾鉱や使
用済み製品等からの資源回収（リサイクル技術の開
発を含む）、代替技術の開発、備蓄の促進、クリティ
カリティ評価（資源の供給リスクと供給途絶時にお
ける経済脆弱性の評価等）などがある。
我が国で重要鉱物とされる鉱物資源は、経済安全

2 経済産業省，2022，「『第 13回クリティカルマテリアル・ミネラル会合』を開催しました（2022年 6月 23日）」（https://www.meti.
go.jp/press/2022/06/20220623003/20220623003.html：2024年 10月 13日閲覧） 
3 日本政府，2022，「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（経済安全保障推進法）」（https://
laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000043：2024年 10月 13日閲覧）
4 経済産業省，2023，「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための指針」（https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/
metal/torikumihoshin.pdf：2024年 10月 13日閲覧）

保障推進法 3に基づいて制定された「重要鉱物に係る
安定供給確保を図るための取組方針 4」において定め
られている。ここでは、計 35鉱種の重要鉱物が選定
されており、そのうち、リチウム、グラファイト（黒
鉛：炭素）、マンガン、コバルト、ニッケル、ガリウ
ム、ゲルマニウム、ランタン、プラセオジム、ネオ
ジム、サマリウム、テルビウム、ジスプロシウム（こ
れらのうち、ランタン、プラセオジム、ネオジム、
サマリウム、テルビウム、ジスプロシウムの６元素
は希土類に分類される元素である）の 13種類が、そ
の重要性から当面の間、施策の対象として位置付け
られている（図表 1）。これらは、蓄電池（特にリチ
ウムイオン二次電池の正極材や負極材）、希土類磁石
（特に風力発電機や高効率モータに使用される界磁
としての永久磁石。特にネオジム、プラセオジム、
ジスプロシウム等を用いた NdFeB磁石が主流）、半
導体（特に化合物半導体）向けの原材料として重要

図表 1　我が国の重要鉱物
　　　　族
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ム
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97
Bk

バークリウ
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98
Cf
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ム

103
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ウム

（注１）「レアアース」とは、希土類とも称され、スカンジウム、イットリウム、ランタノイド 15元素を含む 17元素の総称であ
る。図中、太枠で囲ったものになる（原子番号：21, 39, 57-71）。別の太枠で囲ったものは白金族元素（Platinum Group Metals: 
PGM）である（原子番号：44-46, 76-78）。
（注２）図中灰色で着色しているものは、経済安全保障法に基づく「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための取組方針」に基
づく重要鉱物とされる鉱種である。特に太文字下線の鉱種は、当面の間、施策の対象とされている鉱種である。
（出所）経済産業省「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための指針」
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なものである（図表 2）。なお、我が国では従来「『地
球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由
で抽出困難な金属』のうち、工業需要が現に存在す
る（今後見込まれる）ため、安定供給の確保が政策

5 通商産業省鉱業審議会，1987，鉱業審議会審議資料 
6 ISO/TMB/SAG CRMI, 2023, Phase2 – Final Report（(https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15623592/17584461/
SAG_on_Critical_minerals.pdf?nodeid=22165610&vernum=-2：2024年 10月 13日閲覧）

的に重要であるもの」を「レアメタル」と定義して
いたが 5、現在ではこれに代わる用語として重要鉱物
という用語が多用されるようになってきている。

図表 2　重要鉱物の主な用途

合金・スーパーアロイ
（自動車、航空機、発
電タービン等）

蓄電池（リチウムイオ
ン二次電池正極材・負
極材等）
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グラファ
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サマリウ
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シウム
（Dy）

半導体（化合物半導
体、太陽電池、ダイ
オード等）

永久磁石（風力発電、
高効率モータ等）

触媒（石油化学プラン
ト、人工ゴム）

水素急増合金（水素
貯蔵、ニッケル水素電
池）

コンデンサ（セラミック
コンデンサ）

（出所）筆者ら作成

重要鉱物への注目が高まるにつれ、それらの採掘
や利用、品質管理等に関する市場ルールづくりも注
目されるようになっている。代表的なものとしては、
国際標準化機構（ISO）による各種国際規格がある。
2015年に中国提案で設置された希土類の国際標準
化に関する専門委員会（ISO/TC298）、2020年にこれ
も中国提案で設置されたリチウムの国際標準化に関
する専門委員会（ISO/TC333）は、重要鉱物に関連
する国際標準化の嚆矢である。その後、中国に市場
ルールづくりの主導権を奪われることへの危惧や、
鉱種ごと別々に進めようとする非効率な国際標準化
の見直しを目的として、豪州を議長国とする新たな
戦略諮問グループ（Strategic Advisory Group (SAG) on 
Critical Minerals：SAG Critical Minerals（重要鉱物

SAG））が ISOの技術管理評議委員会（TMB）に設
置された。この重要鉱物 SAGの答申を受け、その
後、重要鉱物に関する新たな委員会が立ち上がって
きている（図表 3）。重要鉱物 SAGでは、Critical 
mineral（重要鉱物）を「個別の経済活動で必要とさ
れる重要な鉱物または鉱物主体の資源であり、その
供給にリスクがあると判断され、さらにその供給途
絶が商業活動を行う者をはじめ、一国または一定の
地域や経済共同体に対して、経済的、環境的、安全
保障的及び社会的な福祉（well-being）に損害を与え
るもの」と定義し、これを実現するための国際標準
化を進めていくべきであるとした 6。
こうした国際標準化の場は、重要鉱物に関連する
市場ルールづくりの主導権を競う場にもなってい
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